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本資料では、標準的に出力される「かんたん追加仕訳」の「法人受取利息の追加仕訳」の

科目、補助、部門、摘要の変更方法についてご説明致します。 

仕訳エディタ上で追加仕訳を設定したい仕訳をクリックし、右クリック、「選択データの変

換設定の登録」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選択すると以下の画面が表示されます。 

 

 

上記の画面で「はい」を選択すると変換設定が選択されたデータをベースに登録されます。 



また、次に以下の画面が表示されます。 

 

 

上記の画面で「はい」を選択すると登録された変換設定が以下のように表示されますので、この

変換設定をダブルクリックします。 

 

「変換設定の変更」画面が表示されましたら「追加仕訳」タブをクリックし、「新規登録」を

クリックします。 

 



追加仕訳で「かんたん追加仕訳を利用」にチェックを入れ、「法人受取利息の追加仕訳」を

選択し、「登録する」をクリックします。 

 

「変換設定の変更」画面に戻りましたら「更新する」をクリックします。 
 



仕訳エディタ上で変換設定の登録をした仕訳を削除します。対象となる仕訳をクリックし、

右クリック、「仕訳データの削除」を選択します。 

 

もう一度コンバートします。 

まず、単純にかんたん追加仕訳を設定してコンバートすると以下の画面になります。 

 

 

ここで、最終的には、以下の仕訳にすることを想定します。 

 

普通預金 ｘｘｘ ／受取利息 ｘｘｘ 預金利息 

法人税等 ｘｘ ／受取利息 ｘｘ 預金利息 所得税 

法人税等 ｘ ／受取利息 ｘ 預金利息 復興特別所得税 

 

摘要と勘定科目の修正を行います。 

修正するには、仕訳エディタ内の「変換設定」を作成して変更します。 

変換設定を新規で登録するには、仕訳エディタ内の対象となる仕訳を選択して、右クリッ

クをしてメニューから「選択データの変換設定の登録」を選択します。 

今回はまず、借方摘要「国税（源泉所得税）」の仕訳の変換設定を行います。 



 

 

 

選択すると以下の画面が表示されます。 
 

 
 

 

上記の画面で「はい」を選択すると変換設定が選択されたデータをベースに登録されます。また、

次に以下の画面が表示されます。 

 

 

上記の画面で「はい」を選択すると登録された「変換設定」画面になり、以下のように表

示されます。 

 



 

上記の画面に表示された変換設定を修正するので、ダブルクリックをします。 

「文字列の変換」タブで「借方摘要１を以下の文字列で変換する」にチェックを入れ、変換先文字

列を「預金利息」、「貸方摘要１を以下の文字列で変換する」にもチェックを入れ、変換先文字列

を「所得税」と入力します。 

 



次に「科目、補助、部門」タブに移り、借方、貸方ともに「変換時に以下の勘定科目、補

助、部門をセットする」にチェックを入れ、借方勘定科目を「法人税等」、貸方勘定科目を 

「受取利息」と設定します。 
 

 

上記の修正を行ったら「更新する」ボタンを選択すると、以下の画面が表示されますので、 

「はい」を選択し、変換設定の登録をします。 
 



そして、同様の変換設定の登録を残りの仕訳に対して行います。 

以下、借方摘要１が「国税（復興特別所得税）の仕訳の変換設定です。 

「文字列の変換」タブ 借方変換先文字列「預金利息」、貸方変換先文字列「復興特別所得

税」 



「科目、補助、部門」タブ 

借方勘定科目「法人税等」 貸方勘定科目「受取利息」 

※「変換時に以下の勘定科目、補助、部門をセットする」にチェックが入っていないと設

定できません。 

設定が完了しましたら、「更新する」を選択し、登録をしてください。 



以下、借方勘定科目が「普通預金」の仕訳の変換設定です。 

「文字列等の変換」タブ 貸方変換先文字列「預金利息」 
 



「科目、補助、部門」タブ 借方勘定科目「普通預金」貸方勘定科目「受取利息」 
 

 

上記の修正を行ったら「更新する」ボタンを選択して更新します。 

 

すべての修正が完了したら、以下の画面の「反映ボタン（青アイコン）」を選択すると、変

換設定の内容が適用されて、以下の仕訳に変更されます。 

 

 

以上 


